
 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 

綾瀬市議会３月定例会議案 

 

 

 

 

 

 
 

 

綾  瀬  市 



 



目              次 

番 号 題 名 ページ 

議 案 

１ 令和３年度綾瀬市一般会計予算 別 冊 

２ 令和３年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算 別 冊 

３ 令和３年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算 別 冊 

４ 令和３年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算 別 冊 

５ 令和３年度綾瀬市公共下水道事業会計予算 別 冊 

６ 綾瀬市特別会計条例の一部を改正する条例 １ 

７ 
綾瀬市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例 
２ 

８ 
綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び綾瀬市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 
４ 

９ 綾瀬市介護保険条例の一部を改正する条例 ７ 

１０ 
綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例 
１０ 

１１ 

綾瀬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例 

２８ 

１２ 

綾瀬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等

を定める条例の一部を改正する条例 

３６ 

１３ 
綾瀬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例 
４１ 

１４ 綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例 ４６ 

１５ 綾瀬市都市基盤整備基金条例を廃止する条例 ４８ 

１６ 綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例 ４９ 

１７ 綾瀬市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例 ５２ 

１８ 
工事に関する細目協定の変更について（東名高速道路「（仮称）
綾瀬スマートインターチェンジ」新設事業の工事） 

５３ 

１９ 市道路線の認定について（Ｒ１２２２－２） ５５ 

２０ 市道路線の認定について（Ｒ１３３９－２） ５６ 

２１ 市道路線の認定について（Ｒ１５２０－１０） ５７ 



２２ 
専決処分の承認について（令和２年度綾瀬市一般会計補正予算（
第１１号）） 

別 冊 

２３ 令和２年度綾瀬市一般会計補正予算（第１２号） 別 冊 

２４ 令和２年度綾瀬市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 別 冊 

２５ 
令和２年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号
） 

別 冊 

２６ 令和２年度綾瀬市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 別 冊 

 



 

1 

第６号議案   

 

綾瀬市特別会計条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市特別会計条例（昭和３９年綾瀬町条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の綾瀬市特別会計条例に基づく深谷中央特定土地区画整理事業特別会計に

係る令和２年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。 

３ 令和２年度深谷中央特定土地区画整理事業特別会計の出納の完結の際、同会計に

属する債権及び債務は、綾瀬市一般会計に帰属するものとする。 

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業の換地処分の公告により主たる事務事業が完

了したことに伴い、当該事業に係る特別会計を廃止するため、所要の改正をいたした

く提案するものであります。 
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第７号議案  

 

   綾瀬市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 綾瀬市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３８年綾瀬町条例第１９号

）の一部を次のように改正する。 

 附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

 附則第２項を次のように改める。 

 （感染症等接触手当の特例） 

２ 職員が、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染

する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下

同じ。）から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作

業であつて市長が定めるものに従事したときは、１日につき３，０００円（新型コ

ロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれら

の者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従

事した場合にあつては、１日につき４，０００円）の感染症等接触手当を支給する。

この場合において、第３条の規定は、適用しない。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の綾瀬市一般職の職員

の特殊勤務手当に関する条例（以下「改正後の条例」という。）附則第２項の規定

は、令和２年１月２７日から適用する。 

 （感染症等接触手当の内払） 

２ 改正後の条例附則第２項の規定を適用する場合において、この条例による改正前

の綾瀬市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第３条の規定により支給された

感染症等接触手当は、同項の規定による感染症等接触手当の内払とみなす。 

  令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  
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 （提案理由） 

 国家公務員に準じて、新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護

する作業に従事した職員に支給する特殊勤務手当の特例を定めるため、所要の改正を

いたしたく提案するものであります。 
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第８号議案  

 

綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び綾瀬市職員の 

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

（綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和５６年綾瀬市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出しを「（１週間の勤務時間）」に改め、同条第１項中「除き、」の

次に「４週間を超えない期間につき」を加える。 

第３条の見出しを「（勤務時間の割振り）」に改め、同条第３項中「前２項」を

「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第２項を第３項とし、第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 任命権者は、職員（規則で定める職員及び次項の規定の適用を受ける職員を除

く。以下この項において同じ。）について、始業及び終業の時刻について職員の

申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと

認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の

申告を経て、４週間を超えない範囲内で週を単位として規則で定める期間（次条

第２項において「単位期間」という。）ごとの期間につき前条に規定する勤務時

間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。 

第４条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 任命権者は、職員（規則で定める職員及び次項の規定の適用を受ける職員を除

く。以下この項において同じ。）について、週休日並びに始業及び終業の時刻に

ついて職員の申告を考慮して、前項の規定による週休日に加えて当該職員の週休

日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと

認める場合には、同項及び前条第１項の規定にかかわらず、規則の定めるところ

により、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第１項の規定による週休

日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき第２条に規定する勤務

時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。 
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第７条第３項中「又は第２項」を「から第３項まで」に改める。 

第１３条の２第１項中「掲げる職員」の次に「（第３条第２項又は第４条第２項

の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。）」を加える。 

（綾瀬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 綾瀬市職員の育児休業等に関する条例（平成４年綾瀬市条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

第７条の４各号を次のように改める。 

(1) 綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和５６年綾瀬市条

例第２号。以下「勤務時間条例」という。）第３条第２項の規定の適用を受け

る職員 日曜日及び土曜日を週休日（勤務時間条例第４条第１項に規定する週

休日をいう。以下この条において同じ。）とし、又は日曜日及び土曜日並びに

月曜日から金曜日までの５日間のうちの２日を週休日とし、４週間ごとの期間

（育児短時間勤務をしようとする期間の全てを４週間ごとに区分することがで

きない場合にあっては、任命権者の定めるところにより、当該育児短時間勤務

をしようとする期間を１週間、２週間、３週間又は４週間に区分した各期間）

につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間

１５分又は２４時間３５分となるように勤務すること。 

(2) 勤務時間条例第３条第３項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形

態（勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、１回の勤務が規則で

定める時間を超えないものに限る。） 

ア ４週間ごとの期間につき８日以上を週休日とし、当該期間につき１週間当

たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２

４時間３５分となるように勤務すること。 

イ ４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週休日と

し、当該期間につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間３

５分、２３時間１５分又は２４時間３５分となるように勤務すること。 

  第９条第２項中「綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を「勤

務時間条例」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年綾瀬町条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第３条第３項」を「第３条第４項」に改める。 

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度を導入するに当たり、所要の改正を

いたしたく提案するものであります。 
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第９号議案 

 

綾瀬市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市介護保険条例（平成１２年綾瀬市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改め、同項第１号中「２６，２００円」を「２８，１００円」に改め、同

項第２号中「３５，０００円」を「３７，５００円」に改め、同項第３号中「３９，

１００円」を「４１，９００円」に改め、同項第４号中「５２，５００円」を「５６，

３００円」に改め、同項第５号中「５８，３００円」を「６２，５００円」に改め、

同項第６号中「６７，０００円」を「７１，９００円」に改め、同号ア中「第３５条

の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「得た額」の次に「とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零」を加え、「この項において」を削り、同項第

７号中「７２，９００円」を「８４，４００円」に改め、同号ア中「２，０００，０

００円」を「２，１００，０００円」に改め、同項第８号中「８７，４００円」を「

９６，９００円」に改め、同号ア中「２，０００，０００円以上３，０００，０００

円」を「２，１００，０００円以上３，２００，０００円」に改め、同項第９号中「

９３，３００円」を「１０９，５００円」に改め、同号ア中「３，０００，０００円

」を「３，２００，０００円」に改め、同項第１０号中「９９，１００円」を「１２

２，０００円」に改め、同項第１１号中「１０４，９００円」を「１３４，５００円

」に改め、同項第１２号中「１１０，７００円」を「１４７，０００円」に改め、同

項第１３号中「１１６，６００円」を「１５９，５００円」に改め、同項第１４号中

「１２２，４００円」を「１７２，０００円」に改め、同項第１５号中「１２８，２

００円」を「１８４，５００円」に改め、同項第１６号中「１３４，１００円」を「

１９７，０００円」に改め、同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５

年度まで」に、「１４，６００円」を「１５，６００円」に改め、同条第３項中「令

和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「１４，６００円」を「１５，

６００円」に、「２０，４００円」を「２１，９００円」に改め、同条第４項中「令

和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「１４，６００円」を「１５，
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６００円」に、「３６，１００円」を「３８，８００円」に改める。 

附則第６条を附則第７条とし、附則第５条の次に次の１条を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第６条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定に

ついての第４条第 1項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、

第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、

「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２

８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によ

って計算した金額の合計額から１００，０００円を控除して得た額（当該額が零を

下回る場合には、零とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合

において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとす

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

令和３年２月２５日提出 

 

  綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

 （提案理由） 
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第１号被保険者の保険料率等について、所要の改正をいたしたく提案するものであ

ります。 
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第１０号議案  

 

   綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例 

  

綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２５年綾瀬市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「附則                                 」を

「第１０章 雑則（第２０４条） 

附則                                 」に

改める。 

 第４条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を

講じなければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっ

ては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を

活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第７条第５項第１号中「をいう。」の次に「第４８条第４項第１号及び」を加え、

同項第２号中「をいう。」の次に「第４８条第４項第２号において同じ。」を加え、

同項第３号中「をいう。」の次に「第４８条第４項第３号において同じ。」を加え、

同項第４号中「をいう。」の次に「第４８条第４項第４号において同じ。」を加え、

同項第５号中「をいう。」の次に「第４８条第４項第５号、」を加え、同項第６号中

「をいう。」の次に「第４８条第４項第６号、」を加え、同項第７号中「をいう。」

の次に「第４８条第４項第７号、」を加え、同項第８号中「をいう。」の次に「第４

８条第４項第８号及び」を加える。 

 第３２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第３３条に次の１項を加える。 
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５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第３３条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３３条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害

の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「

業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直

しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 第３４条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修
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及び訓練を定期的に実施すること。 

 第３５条に次の１項を加える。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載し

た書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、こ

れをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

第４０条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この項、第６０条の１７第１項

及び第８８条において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第４１条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４１条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はそ

の再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のため

の指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する

こと。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。  

 第４８条第１項第１号中「専ら」及び「とする。ただし、利用者の処遇に支障がな

い場合は、オペレーターは、当該夜間対応型訪問看護事業所の定期巡回サービス、同

一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

」を削り、同項第２号中「とする。」を削り、同項第３号中「専ら」及び「とする。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡
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回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。」を削り、同条に次の５項

を加える。 

３ オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、

同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することがで

きる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等があ

る場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規

定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所 

(2) 指定短期入所療養介護事業所 

(3) 指定特定施設 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(6) 指定地域密着型特定施設 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

(9) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

(11) 指定介護療養型医療施設 

(12) 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間

対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業

所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することが

できる。 

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービ

スの提供に支障がない場合は、第３項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペ
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レーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支

障がないときは、第１項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員

等を置かないことができる。 

 第５６条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第５７条第２項ただし書を次のように改める。 

ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利

用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」と

いう。）との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効

果的な運営が見込まれる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が

地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業

の一部を当該他の指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 

 第５７条第３項を次のように改める。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市

長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問

介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接

な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けること

ができる。 

 第５７条に次の１項を加える。 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保

する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 第５８条に次の１項を加える。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建

物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合
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には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提

供を行うよう努めなければならない。 

第６０条中「第３４条から」を「第３３条の２から」に、「、第４１条及び第４２

条」を「及び第４１条から第４２条まで」に改め、「規定する運営規程」とあるのは

「第５６条に規定する規程」と、」の次に「同項、第２０条、第３３条の２第２項、

第３４条第１項並びに第３項第１号及び第３号、第３５条第１項並びに第４１条の２

第１号及び第３号中」を加え、「、第２０条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と」を削り、「第３４条第１項中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業

者」と、第３５条」を「第３５条第１項」に、「、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替える」を「読み替え

る」に改める。 

 第６０条の１２中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第６０条の１３第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通

所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項

に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に

対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 第６０条の１３に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保

する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 第６０条の１５に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第６０条の１６第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」を「、
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次に掲げる措置を講じなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。 

 (1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、

地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対

し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。 

第６０条の１７第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装

置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第６０条の２０中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を、「第３９条まで」の

次に「、第４１条の２」を、「運営規程」と、」の次に「同項、第３３条の２第２項、

第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え、「第３５条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」

」を「第３５条第１項中「運営規程」とあるのは「第６０条の１２に規定する運営規

程」」に改める。 

 第６０条の２０の３中「、第２９条」の次に「、第３３条の２」を、「第３９条ま

で」の次に「、第４１条の２」を加え、「第３５条において」を「第３５条第１項に

おいて」に、「第３５条中」を「第３３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１

条の２第１号及び第３号中」に、「及び第６０条の１３第３項」を「、第６０条の１

３第３項及び第４項並びに第６０条の１６第２項第１号及び第３号」に改める。 

 第６０条の３４中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第６０条の３６第１項中「安全・サービス提供管理委員会」の次に「（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）」を加える。 

 第６０条の３８中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を、「第３９条まで」の

次に「、第４１条の２」を加え、「第３５条中」を「第３３条の２第２項、第３５条
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第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第３５条第１項中」に改め、「、「

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と」

を削り、「第６０条の１３第３項」の次に「及び第４項並びに第６０条の１６第２項

第１号及び第３号」を加える。 

 第６５条第１項中「又は施設」の次に「（第６７条第１項において「本体事業所等

」という。）」を加える。 

第６６条第２項中「第８３条第７項」の次に「、第１１１条第９項」を加える。 

第６７条第１項中「できる。」の次に「この場合において、共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事

することとしても差し支えない。」を加える。 

 第７４条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第８１条中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を、「第３９条まで」の次に「、

第４１条の２」を、「規定する運営規程」とあるのは「第７４条に規定する規程」と、

」の次に「同項、第３３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及

び第３号中」を加え、「第３５条中」を「第３５条第１項中」に、「「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第６

０条の１７第１項」を「第６０条の１３第３項及び第４項並びに第６０条の１６第２

項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所

介護従業者」と、第６０条の１７第１項」に改める。 

 第８３条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項中「地域密着型介護老人福祉施設」の次に「、

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設」を加え、同表当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「、指

定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を「

又は指定認知症対応型通所介護事業所」に改める。 

 第８４条第３項中「第１１２条第２項」を「第１１２条第３項」に改める。 

 第８８条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができる



18 

ものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第１０１条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第１０２条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域

の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要で

あると市が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日か

ら市介護保険事業計画（法第１１７条第１項に規定する市町村介護保険事業計画を

いう。以下この項において同じ。）の終期まで（市が次期の市介護保険事業計画を

作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機

能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、

次期の市介護保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並びに通いサービス及び

宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことが

できる。 

第１０９条中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を加え、「、第４２条」を「

から第４２条まで」に改め、「規定する運営規程」とあるのは「第１０１条に規定す

る規程」と、」の次に「同項、第３３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１条

の２第１号及び第３号中」を加え、「第３５条中」を「第３５条第１項中」に、「「

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第６０条の１１第２項」を「第６０条の１１第２項」に改め、「第６０条

の１３第３項」の次に「及び第４項並びに第６０条の１６第２項第１号及び第３号」

を加える。 

第１１１条第１項中「除く。）をいう。」の次に「以下この項において同じ。」を

加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が

３である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従

業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場

合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、

利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指
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定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び

深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために

必要な員数以上とすることができる。 

 第１１１条第５項中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」

に改め、同条中第１０項を第１１項とし、第９項を第１０項とし、第８項の次に次の

１項を加える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事

業所（指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等そ

の他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定認知症

対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共

同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行う

もの（以下この章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営さ

れるものをいう。以下同じ。）については、介護支援専門員である計画作成担当者

に代えて、第６項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができ

る。 

第１１２条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテラ

イト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本

体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 

第１１４条第１項中「１又は２」を「１以上３以下（サテライト型指定認知症対応

型共同生活介護事業所にあっては、１又は２）」に改め、同項ただし書を削る。 

第１１８条第７項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）」を加え、同条第８項中「外部の者による」を「次に掲

げるいずれかの」に改め、同項に次の各号を加える。 

 (1) 外部の者による評価 

(2) 第１２９条において準用する第６０条の１７第１項に規定する運営推進会議に

おける評価 

 第１２２条中「指定地域密着型サービス」の次に「（サテライト型指定認知症対応

型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介
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護を除く。）」を加える。 

 第１２３条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第１２４条第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従

業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認

知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならな

い。 

 第１２４条に次の１項を加える。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護

の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 第１２９条中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を加え、「、第４２条」を「

から第４２条まで」に改め、「規定する運営規程」とあるのは「第１２３条に規定す

る規程」と、」の次に「同項、第３３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１条

の２第１号及び第３号中」を加え、「第３５条中」を「第３５条第１項中」に、「「

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第６０条

の１１第１項」を「第６０条の１１第１項」に改め、「第６０条の１６第２項中「感

染症」とあるのは「感染症又は食中毒」」を「第６０条の１６第２項第１号及び第３

号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」」に改める。 

 第１３９条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）」を加える。 

 第１４６条中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第１４７条第４項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全て

の地域密着型特定施設従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
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法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する

者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じなければならない。 

 第１４７条に次の１項を加える。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第１５０条中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を加え、「、第４２条」を「

から第４２条まで」に、「第３５条中」を「第３３条の２第２項、第３５条第１項並

びに第４１条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第３５条第１項中」に改め、「、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」

と」を削り、「第６０条の１６第２項中「感染症」とあるのは「感染症又は食中毒」

」を「第６０条の１６第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「地域密着型特定施設従業者」」に改める。 

 第１５２条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合

であって、入所者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士又は管理栄養士を置

かないことができる。 

 第１５２条第１項第４号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、同条第３

項ただし書を次のように改める。 

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

第１５２条第８項中「生活相談員、栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加え、

同項第１号中「栄養士」を「生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士」に改め、同項

第２号から第４号までの規定中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加え、同

条第１３項中「指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士」の次に「若

しくは管理栄養士」を加える。 
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 第１５８条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）」を加える。 

 第１５９条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。ただし、入所者又はその家族（以下この項において「入所者等

」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所

者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第１６４条の次に次の２条を加える。 

 （栄養管理） 

第１６４条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び

改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた

栄養管理を計画的に行わなければならない。 

 （口腔
くう

衛生の管理） 

第１６４条の３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を

図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、

各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

 第１６９条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第１７０条第３項に後段として次のように加える。 

  この場合において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者（看

護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で

定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 第１７０条に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。 

第１７２条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）」を加え、同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症
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の予防及びまん延の防止のための訓練」を加える。 

 第１７６条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 (4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第１７８条中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を、「第３９条」の次に「、

第４１条の２」を、「規定する運営規程」とあるのは「第１６９条に規定する規程」

と、」の次に「同項、第３３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１条の２第１

号及び第３号中」を加え、「当該利用者が受けている」を削り、「第３５条中」を「

第３５条第１項」に、「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

従業者」と、第６０条の１１第２項」を「第６０条の１１第２項」に改める。 

 第１８１条第１項第１号ア(ｲ) 中「おおむね１０人以下としなければならない」を

「原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えないものとする」に改め、同号

ア(ｵ) を削る。 

 第１８３条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）」を加える。 

 第１８７条中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第１８８条第４項に後段として次のように加える。 

  この場合において、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての

従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定

する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 第１８８条に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

 第１９０条中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を、「第３９条」の次に「、
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第４１条の２」を、「規定する運営規程」とあるのは「第１８７条に規定する規程」

と、」の次に「同項、第３３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１条の２第１

号及び第３号中」を加え、「当該利用者が受けている」を削り、「第３５条中」を「

第３５条第１項中」に、「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と、第６０条の１１第２項」を「第６０条の１１第２項」に改める。 

 第１９２条第１１項中「前項各号」を「第７項各号」に改める。 

  第２０３条中「第２９条」の次に「、第３３条の２」を加え、「、第４２条」を「

から第４２条まで」に改め、「規定する運営規程」とあるのは「第２０３条において

準用する第１０１条に規定する規程」と、」の次に「同項、第３３条の２第２項、第

３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え、「当該利用者が受け

ている」を削り、「第３５条中」を「第３５条第１項中」に、「「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第

６０条の１１第２項」を「第６０条の１１第２項」に改め、「第６０条の１３第３項

」の次に「及び第４項並びに第６０条の１６第２項第１号及び第３号」を加える。 

 本則に次の１章を加える。 

第１０章 雑則 

（電磁的記録等） 

第２０４条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当

たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において

書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１３条

第１項（第６０条、第６０条の２０、第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８

１条、第１０９条、第１２９条、第１５０条、第１７８条、第１９０条及び第２０

３条において準用する場合を含む。）、第１１６条第１項、第１３７条第１項及び

第１５６条第１項（第１９０条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定

するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。 
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２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、

交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。

）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定され、又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。

）によることができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日までの

間、改正後の綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第４条第３項及び第４１条の２（

新条例第６０条、第６０条の２０、第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１

条、第１０９条、第１２９条、第１５０条、第１７８条、第１９０条、第２０３条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じ

なければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新条例第３２条、第５

６条、第６０条の１２（新条例第６０条の２０の３において準用する場合を含む。

）、第６０条の３４、第７４条、第１０１条（新条例第２０３条において準用する

場合を含む。）、第１２３条、第１４６条、第１６９条及び第１８７条の規定の適

用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関

する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「の重要事項

」とあるのは「の重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」と

する。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３３条の２（新条例第６０条、

第６０条の２０、第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１条、第１０９条、

第１２９条、第１５０条、第１７８条、第１９０条及び第２０３条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、新条例第３３条の２第１項中「講じな

ければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなけれ
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ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「行う」とあるの

は「行うよう努める」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３４条第３項（新条例第６０

条において準用する場合を含む。）及び第６０条の１６第２項（新条例第６０条の

２０の３、第６０条の３８、第８１条、第１０９条、第１２９条、第１５０条及び

第２０３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第３

４条第３項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

 （認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第６０条の１３第３項（新条例

第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１条、第１０９条、第２０３条におい

て準用する場合を含む。）、第１２４条第３項、第１４７条第４項、第１７０条第

３項及び第１８８条第４項の規定の適用については、これらの規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

 （ユニットの定員に係る経過措置） 

６ 当分の間、新条例第１８１条第１項第１号ア(ｲ) の規定に基づき入居定員が１０

人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、新

条例第１５２条第１項第３号ア及び第１８８条第２項の基準を満たすほか、ユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並び

に看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとす

る。 

７ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み、

この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）の居室、

療養室又は病室（以下この項において「居室等」という。）であって、改正前の綾

瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例第１８１条第１項第１号ア(ｵ) の規定の要件を満たしている居室等については、

なお従前の例による。 

 （栄養管理に係る経過措置） 

８ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１６４条の２（新条例第１９

０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第１６４条
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の２中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。 

 （口腔
くう

衛生の管理に係る経過措置） 

９ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１６４条の３（新条例第１９

０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第１６４条

の３中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

１０ 施行日から起算して６月を経過する日までの間、新条例第１７６条第１項（新

条例第１９０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例

第１７６条第１項中「次に定める措置を講じなければ」とあるのは「第１号から第

３号までに定める措置を講じるとともに、第４号に定める措置を講じるよう努めな

ければ」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

１１ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１７２条第２項第３号（新

条例第１９０条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、指定地域密

着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん

延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。 

  令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３４号）の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものでありま

す。 
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第１１号議案  

 

綾瀬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並 

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な 

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

  

綾瀬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（平成２５年綾瀬市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「附則                                 」を 

「第５章 雑則（第９２条） 

附則                                 」に 

改める。 

第４条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等

のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等

の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを

提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報そ

の他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。  

第９条第１項中「又は施設」の次に「（第１１条第１項において「本体事業所等」

という。）」を加える。 

第１０条第２項中「第４５条第７項」の次に「及び第７２条第９項」を加える。 

第１１条第１項中「できる。」の次に「この場合において、共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業

所等の職務に従事することとしても差し支えない。」を加える。 

第２８条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 
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第２９条第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介

護予防認知症対応型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専

門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに

類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必

要な措置を講じなければならない。 

第２９条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介

護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第２９条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２９条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発

生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的

に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従

業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを

行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第３１条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当た

って、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第３２条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」を「に、次に

掲げる措置を講じなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん
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延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。

）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認

知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応

型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施すること。 

第３３条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書

面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

第３８条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３８条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再

発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所

介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応

型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第４０条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この項及び第５０条において「

利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について
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当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第４５条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設されている場合の項中「指定地域密着型介護老人福祉施設

」の次に「、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設」を加え、同表当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかが

ある場合の項中「、指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介

護老人保健施設」を「又は指定認知症対応型通所介護事業所」に改め、同条第７項中

「（以下」の次に「この章において」を加える。 

第４６条第３項中「第７３条第２項」を「第７３条第３項」に改める。 

第５０条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第５８条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

第５９条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域

の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的運営

に必要であると市が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

市が認めた日から市介護保険事業計画（法第１１７条第１項に規定する市町村介護

保険事業計画をいう。以下この項において同じ。）の終期まで（市が次期の市介護

保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると

認めた場合にあっては、次期の市介護保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員

並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供を行うことができる。 

第６６条中「第２９条、」を「第２９条、第２９条の２、」に改め、「第３７条ま

で、第３８条（第４項を除く。）から」を削り、「第４０条まで」の次に「（第３８

条第４項を除く。）」を、「規程」と、」の次に「同項、第２９条第３項及び第４項、

第２９条の２第２項、第３２条第２項第１号及び第３号、第３３条第１項並びに第３

８条の２第１号及び第３号中」を加え、「、第２９条第３項及び第３３条中「介護予
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防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者」と」を削る。 

第７２条第１項中「）をいう。」の次に「以下この項において同じ。」を加え、同

項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住

居の数が３である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、

介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造で

ある場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全

対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び

深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護

従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深

夜の勤務を行わせるために必要な員数以上とすることができる。 

第７２条第５項中「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所」に改め、同条中第１０項を第１１項とし、第９項を第１０項とし、第８項の次

に次の１項を加える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅

サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を

有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章に

おいて「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以

下同じ。）については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第６項の

厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。 

第７３条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテラ

イト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理

者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 

第７５条第１項中「１又は２」を「１以上３以下（サテライト型指定介護予防認知
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症対応型共同生活介護事業所にあっては、１又は２）」に改め、同項ただし書を削る。 

第７９条第３項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）」を加える。 

第８０条中「地域密着型介護予防サービス」の次に「（サテライト型指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護を除く。）」を加える。 

第８１条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

第８２条第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全て

の介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項

に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に

対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

第８２条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

第８７条中「第２７条、」を「第２７条、第２９条の２、」に、「、第３８条（第

４項を除く。）、第３９条、第４０条（第５項」を「から第４０条まで（第３８条第

４項及び第４０条第５項」に、「「介護予防認知症対応型通所介護従業者（第６条第

１項又は第９条第１項の従業者をいう。以下同じ。）」を「同項、第２９条の２第２

項、第３２条第２項第１号及び第３号、第３３条第１項並びに第３８条の２第１号及

び第３号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」に改め、「、第３３条中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を削る。 

第８８条第２項中「外部の者による」を「次に掲げるいずれかの」に改め、同項に

次の各号を加える。 

(1) 外部の者による評価 
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(2) 前条において準用する第４０条第１項に規定する運営推進会議における評価 

本則に次の１章を加える。 

第５章 雑則 

（電磁的記録等） 

第９２条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文

字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定される

もの（第１５条第１項（第６６条及び第８７条において準用する場合を含む。）及

び第７７条第１項並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの

提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交

付等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定され、又

は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、

電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができ

ない方法をいう。）によることができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日までの

間、改正後の綾瀬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第４条第３項及び第３

８条の２（新条例第６６条及び第８７条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努め
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なければ」とし、新条例第２８条、第５８条及び第８１条の規定の適用については、

これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関す

る規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「の重要事項」とあるのは「

の重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２９条の２（新条例第６６条

及び第８７条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第

２９条の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、

同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同

条第３項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３２条第２項（新条例第６６

条及び第８７条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中

「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

 （認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２９条第３項（新条例第６６

条において準用する場合を含む。）及び第８２条第３項の規定の適用については、

これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

  令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３６号）の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するもの

であります。 
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第１２号議案 

 

綾瀬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例 

の一部を改正する条例 

 

綾瀬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例（平成２６年綾瀬市条例

第３１号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「第５章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３５条）         」を 

「第５章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３５条） 

第６章 雑則（第３６条）                       」に 

改める。 

第３条中第５項を第７項とし、第４項の次に次の２項を加える。 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、介護保

険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければな

らない。 

第２０条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

 (6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第２１条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第２１条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 
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第２１条の２ 指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利

用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとする。 

 第２３条の次に次の１条を加える。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２３条の２ 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電

話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６

月に１回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る

こと。 

 (2) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

 (3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第２４条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護

予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること

により、同項の規定による掲示に代えることができる。 

第２９条の次に次の１条を加える。 

 （虐待の防止） 

第２９条の２ 指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員
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会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

 (3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

 (4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第３３条第９号中「召集して行う会議」を「招集して行う会議（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この号

において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」に改める。 

 本則に次の１章を加える。 

   第６章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第３６条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１０条及び第３３条第２８

号（これらの規定を第３５条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により

行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条

例の規定において書面で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的

方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることが

できる。 

   附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日までの

間、改正後の綾瀬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例（以下「

新条例」という。）第３条第５項及び第２９条の２（これらの規定を新条例第３５

条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講

じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新条例第２０条（新

条例第３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第

２０条中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程

を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「の重要事項」とあるのは「の重要

事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２１条の２（新条例第３５条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第２１条の２第

１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第２項中

「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「

行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２３条の２（新条例第３５条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第２３条の２中

「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）の
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改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 
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第１３号議案 

 

綾瀬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め 

る条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平

成３０年綾瀬市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「第３章 基準該当居宅介護支援（第３３条）               」を 

「第３章 基準該当居宅介護支援（第３３条） 

第４章 雑則（第３４条）                       」に 

改める。 

第４条第４項中「第２０条の７の２」を「第２０条の７の２第１項」に改め、同条

に次の２項を加える。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第１

１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切

かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 第７条第２項中「できること」の次に「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具

貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれ

ぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介

護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごと

の回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者に

よって提供されたものが占める割合」を加える。 

 第１６条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器（

以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する場
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合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければな

らない。）」を加え、同条中第３０号を第３１号とし、第２１号から第２９号までを

１号ずつ繰り下げ、第２０号の次に次の１号を加える。 

 (21) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス

費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介

護サービス費（以下この号において「サービス費」という。）の総額が法第４３

条第２項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び

訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働

大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場

合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討

し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該

居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

 第２１条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

 (6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第２２条に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第２２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利

用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとする。 
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 第２４条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２４条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護支

援専門員に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

 (3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第２５条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅

介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること

により、同項の規定による掲示に代えることができる。 

第３０条の次に次の１条を加える。 

 （虐待の防止） 

第３０条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

 (3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。 

 (4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 本則に次の１章を加える。 

  第４章 雑則 

 （電磁的記録等） 
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第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１０条及び第１６条第２８

号（これらの規定を第３３条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により

行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条

例の規定において書面で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的

方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることが

できる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１６条中第３０号を第

３１号とし、第２１号から第２９号までを１号ずつ繰り下げ、第２０号の次に１号

を加える改正規定は、同年１０月１日から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日までの

間、改正後の綾瀬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例（以下「新条例」という。）第４条第５項及び第３０条の２（これらの規

定を新条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新

条例第２１条（新条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、新条例第２１条中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する

事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「の重要事項」と
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あるのは「の重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２２条の２（新条例第３３条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第２２条の２第

１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第２項中

「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「

行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２４条の２（新条例第３３条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第２４条の２中

「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３

８号）の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 
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                               第１４号議案  

 

綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市企業の立地促進等に関する条例（平成２４年綾瀬市条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第１号中「当該立地に係る企業が、」を削り、「事業の用に供されるもの」

を「業種の事業の用に供する立地」に改め、同条第２号を次のように改める。 

(2) 次に掲げるいずれかの行為による立地であること。 

ア 市内に事業所を有しない企業が行う前条第２号ア又はオに該当する行為 

イ 市内に事業所を有する企業であって、市内において３年以上事業を継続して

いるものが行う前条第２号イからオまでのいずれかに該当する行為 

第３条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 投下資本額が２億円（中小企業者にあっては、３千万円）以上であること。 

第４条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 企業立地奨励金 次のア及びイに掲げる立地の区分に応じ、当該ア及びイに定

める額。ただし、その額が３千万円を超えるときは、３千万円を限度とする。 

ア 前条第２号アに該当する立地 投下資本額の１００分の１５に相当する額 

イ 前条第２号イに該当する立地 投下資本額の１００分の１０に相当する額 

第４条第３項ただし書を削る。 

 附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「決定され

た」を「適用企業となった者が行う」に、「同条例は同日後も」を「この条例は、同

日後も、」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定（

「決定された」を「適用企業となった者が行う」に改める部分を除く。）は、公布

の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条及び第４条の規定は、この条例の施行の日以後に事業計画が提出
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された場合について適用し、同日前に事業計画が提出された場合については、なお

従前の例による。 

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

市外企業の立地及び市内企業の事業拡大に奨励措置等を講ずることで持続的な経済

の発展を図るため、条例の期限の延長を行うとともに、奨励措置の見直し等所要の改

正をいたしたく提案するものであります。 
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                               第１５号議案 

 

   綾瀬市都市基盤整備基金条例を廃止する条例 

 

 綾瀬市都市基盤整備基金条例（平成２年綾瀬市条例第５号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（綾瀬市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正） 

２ 綾瀬市の基金の処分の特例に関する条例（平成１５年綾瀬市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号から第１２号までを１号ず

つ繰り上げる。 

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業の換地処分の公告により主たる事

務事業が完了したことに伴い、本条例を廃止いたしたく提案するものであります。 
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第１６号議案  

  

 綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 綾瀬市都市公園条例（昭和５１年綾瀬町条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第７条第３項中「及びレストハウスシャワー」を「、レストハウスシャワー及び駐

車場」に改める。 

第７条の２第２項中「休場日に開場し、又は臨時に休場する」を「供用日及び供用

時間を臨時に変更する」に改める。 

第２２条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、次の各号のいずれかに掲げる自動車に係る駐車場の利用料金については、

納付することを要しない。 

(1) 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊急自動 

 車 

(2) 国又は地方公共団体の職員が公務のために使用する自動車 

(3) 当該公園の管理及び運営のために使用する自動車 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て特に必要があると

認める自動車 

 第２２条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、駐車場の利用料金については、この限りでない。 

第２３条第２項中「利用料金の減免」を「規定による減免（駐車場の利用料金に係

るものを除く。）」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定により駐車場の利用料金を免除することができる場合は、次の各号

のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 市が主催又は共催する事業における役員及び来賓が駐車場を利用するとき。 

 (2) 障害者又は障害児（介助者を含む。）が駐車場を利用するとき。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て特に必要があると

認めるとき。 

別表第１綾瀬スポーツ公園の項に次のように加える。 
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駐車場 

別表第２綾瀬スポーツ公園の部に次のように加える。 

駐車場 １月１日～１２月３１日 終日 

別表第５中「綾瀬スポーツ公園（有料施設）」を「綾瀬スポーツ公園」に改める。 

別表第６に次のように加える。 

３ 駐車場利用料金 

都市公園名 有料施設の種類 単位 金額 

綾瀬スポー

ツ公園 

駐車場 普通車 ３０分を超え

１時間まで 

１００円 

最初の１時間

を超え、１時

間までごと 

上記の金額に１００円を

加算する（入場から１回

当たりの１日の上限を６

００円とする。）。 

大型車 １回につき １，５００円 

 備考 

  １ 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法（昭和２６年法律

第１８５号）第３条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車であつて、

二輪自動車でないものとする。 

  ２ 「普通車」とは、道路運送車両法第３条に規定する普通自動車、小型自動車

及び軽自動車であつて二輪自動車又は乗車定員１１人以上であるバス型の自動

車でないものをいい、「大型車」とは、同条に規定する普通自動車で乗車定員

１１人以上であるバス型のものをいう。 

  ３ 駐車場に引き続き午前０時を過ぎて駐車した場合は、それまでの合計額に、

普通車については午前０時以降の１時間までごとに１００円を加算し、その日

の加算額は６００円を上限とするものとし、大型車については１，５００円を

加算するものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （綾瀬スポーツ公園駐車場駐車料金徴収条例の廃止） 

２ 綾瀬スポーツ公園駐車場駐車料金徴収条例（平成３０年綾瀬市条例第１６号）は、
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廃止する。 

  令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

 指定管理者による綾瀬スポーツ公園の管理の範囲を拡大するため、所要の改正をい

たしたく提案するものであります。 
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第１７号議案  

  

 綾瀬市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例 

 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第３条第２項の規定により定める区域の規

模に関する条件は、３００平方メートル以上の規模の区域であることとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

 生産緑地法第３条第２項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件

を定めるため、条例を制定いたしたく提案するものであります。 
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第１８号議案  

 

工事に関する細目協定の変更について 

 

東名高速道路「（仮称）綾瀬スマートインターチェンジ」新設事業の工事に関する

細目協定を次のとおり変更します。 

１ 協定の相手方 

(1) 神奈川県横浜市中区日本大通１ 

神奈川県 

神奈川県知事 黒 岩 祐 治 

(2) 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 

中日本高速道路株式会社 

東京支社長 中 井 俊 雄 

２ 事業の施行者 

中日本高速道路株式会社 

３ 事業に係る概算額 

変更前  ９，０４７，１００，０００円 

（うち市負担額２，７４１，９００，０００円） 

変更後 １０，７８７，９００，０００円 

（うち市負担額２，７４１，９００，０００円） 

４ 事業箇所 

綾瀬市小園・早川地内 

５ 変更理由 

施行区域の変更及び付帯設備工事の契約、雨水排水計画の変更等により事業の概

算額に変更が生じたため。 

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  
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（提案理由） 

平成３０年３月２３日に議会の議決を経た東名高速道路「（仮称）綾瀬スマートイ

ンターチェンジ」新設事業の工事に関する細目協定書第１条及び第２条第１項に基づ

く施行区域並びに第２条第２項に基づく第２回変更概算額を変更いたしたく、綾瀬市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により

提案するものであります。 
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第１９号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1222-2号線 

吉岡東五丁目 

367番17地先 

吉岡東五丁目 

367番11地先 
 40.0 5.0  

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

開発行為により帰属された道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定

により提案するものであります。 
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第２０号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1339-2号線 

上土棚北四丁目

451番39地先 

上土棚北四丁目 

451番44地先 
 71.7 4.5  

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

開発行為により帰属された道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定

により提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

第２１号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1520-10号線 

上土棚南四丁目

1929番15地先 

上土棚南四丁目 

1929番9地先 
 41.0 4.5  

令和３年２月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

開発行為により帰属された道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定

により提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


